
18年度 19年度 20年度 21年度 23年度 24年度

共済事業の移行について

22年度

・保険会社

25年度

・少額短期保険業者
（保険金1000万円以内、保険期間２年以内）

・少人数共済（1000人以下）・企業内共済等

・制度共済（事業協同組合・生協等）

・少額（10万円以下）

・保険会社の商品の利用

任意団体

H18.4.1 H20.3.31

×保険業法施行

移行期間

公益法人

H20.12.1

×公益法人制度改革法施行

H25.11.30H18.4.1

×保険業法施行

施行後2年間は、従前と
同様の取扱い（平成20
年3月末まで）

移行期間

　公益法人制度改革に伴い、25年
11月までに、新法人（一般社団/財
団法人等）への移行等が必要。
　新法人移行後は、制度共済化等
の措置を講じられなければ、共済事
業を行うことができない。

※　改正保険業法の附則には、施行後
　 5年以内（23年3月まで）に、改正法に
　規定する保険業に係る制度について
　検討を加える旨の規定

25年11月30日までに新法人への移行等が必要
（　上記任意団体と同様の対応が必要　）

新法人（一般社団/財団法
人等）へ移行するまでの間
は、従前と同様の取扱い

資 料 ３－２


